
（R5.3.1）

（適用範囲）

第２条

適用
項目

参考
明示

③ 品管 1 品質管理

関連する工事名及び発注者

関連する工事内容

調整結果内容

施工に係る条件

管理者名

協議結果内容

施工に係る条件

占用支障物件名

協議結果内容

施工に係る条件
協議成立見込時期
（未了の場合）

部分使用目的

安全施設等の設置期間

維持補修の内容

部分使用時期

工事終了後の存置・撤去

仮設備の施工方法

仮設備の設計条件

引渡場所・運搬距離

再使用の有無

仮設道路の構造

搬出経路

搬入経路

品名・規格・数量

部分使用箇所

安全施設等の設置内容

9:00～17:00　厳守

仮設工法選定条件

施工範囲

施工期間中

指定工種及び工法

使用時間帯

使用期間

品質管理に関する条件

施工区分

材料種類

使用中・使用後の処置内容

仮設備の構造

設計の前提条件

品名・規格・数量

周辺環境調査の内容

注入量及び注入圧

監督員と協議すること

協議成立見込時期
（未了の場合）

安城市（下水道課）

下水道工事

関連業者と協議すること

工
法
関
係

Ⅰ

工
程
関
係

Ⅱ

2
公共補償工事等
他管理者協議

3 占用支障物件協議

2 仮道路

① 関
連
工
事

〇 1 関連工事

品質・性能

引渡場所・運搬距離

② 工
事
用
道
路

〇 1 一般道の使用

①

削孔本数及び延長

6 支給品及び貸与品

土留工

工法指定する理由

仮設工法

4 薬液注入

工法指定

仮設備

現場発生品

部分使用

〇 2 仮設工事 〇

工
事
施
工
関
係

1

3

5

7

特　記　仕　様　書

明示事項 内容

工事番号

工  事  名

　この特記事項以外は下記を準拠する。
　・安城市契約規則、安城市工事等施行に関する事務取扱要領、工事監督要領及び設計変更事務取扱要領
　・工事請負契約書
　・愛知県建設局発行土木工事標準仕様書
　・関係法令及び諸工事基準

　この設計書に記載される歩掛等は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、設計図書に特別の定めのある場合を除き、指定するも
のではない。

　なお、土木工事標準仕様書は、愛知県建設局土木部建設企画課ホームページにて、最新のものを確認すること。

2024101066

公共下水道築造工事（赤松工区その３）(週休２日)

（公表歩掛の参考明示）

（施工条件の明示）

大項目 中項目 小項目

第３条 　下記項目のうち適用項目○印該当欄は、当該工事に関する施工条件であり、特記仕様書として明示する。
　なお、参考明示○印該当欄は、積算上の条件明示であり、指定するものではない。

第１条



適用
項目

参考
明示

協議機関名

協議結果内容

施工に係る条件

調整結果内容

施工に係る条件

手続き先機関

協議結果内容

施工に係る条件

場所及び範囲

時期及び期間

使用条件

復旧方法

工事に必要な土地の借地料

場所及び範囲

時期及び期間

使用条件

復旧方法

事前・事後調査の区分

調査時期

調査方法

調査範囲

調査項目

対象範囲

処理方法

指定内容

指定期間

近接する施設

施工方法・作業時間帯等

Ａ Ｂ

2～3人 有

備考数量 土質区分
片道

運搬距離

2

建設発生土の利用

交通誘導警備員配置期間算出表

交通誘導警備員配置図

交通誘導警備員等
の配置

A・・・公安委員会の
検定合格者

B・・・資格者以外

施工全路線 9:00～17:00

時間
交替
要員

配置位置

箇所・数

土質改良

　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会第20条）第2条に規定され
る、公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める交通誘導警備業務を行
う路線に該当

配置人数
備考期間

数量 土質区分

建設発生土の搬出 項目

搬入元利用方法

現
場
利
用
条
件

土質試験
箇所・数

搬入元利用方法

土質改良

仮置き場

備考

計上あり

 協議成立見込時期
（未了の場合）

協議成立見込時期
（未了の場合）

98日

指定なし

指定なし

指定なし

上記該当路線名

愛知県の道路工事保安設備設置基準のとおりとする

片道
運搬距離

土質試験
項目

〇

現況復旧

大項目 中項目

建
設
副
産
物

Ⅳ 安
全
策
関
係

① 安
全
策
関
係

② 関
係
機
関

〇

① 建
設
発
生
土

2 近接施工

現
場
利
用
条
件

1

3

〇 交通安全施設1

4 立木伐採

 借地 〇

2 工事用地の復旧

事業損失防止調査

Ⅲ 用
地
関
係

① 用
地
関
係

〇 1

3

2 地元調整

3 法令等手続き

1 交差協議

小項目 内容明示事項

〇

Ⅴ

建設発生土
（新田改良土センター）

別途数量計算書 Ⅳ 6.0km以下
数量については変更対象とする

（安城市新田町稲恵83-9）

仮置き場



適用
項目

参考
明示

1
地質調査報告書
の貸与

2
測量成果簿
の貸与

3
用地境界杭
の確認資料提示

4
測量基準点
の確認資料提示

5
地下埋設物
の確認資料提示

6
設計委託成果
の貸与

Ⅶ
1

調査・試験等に対
する協力

2
工事施工後にしか
設計数量が定まら
ない工種

（工期設定条件）【参考明示】

第１４条 　工期には、施行に必要な実日数（実働日数）以外に以下の事項を見込んでおり、特記仕様書として参考明示する。

　本設計図書に添付されている図面は、用紙サイズA1をA3に縮小している。第１２条

　本工事は、完全週休２日制・週休２日制工事（発注者指定型）の対象工事とする。なお、完全週休２日制・週休２日制工事については、「安
城市完全週休２日制・週休２日制工事試行要領（令和元年7月16日施行）」によるものとする。

第１３条

（設計図書の縮小）

（完全週休２日制・週休２日制工事）

第１１条 　電子納品の対象及び電子情報の作成に係る基準は別に定める安城市電子納品運用手順書（以下「手順書」という。）によるものとする。な
お、情報共有システムを利用しようとする場合は監督員と協議し決定する。その結果、情報共有システム利用の対象としたものについては、
愛知県の基準を準用するものとする。

片道
運搬距離

搬入元利用方法 数量
処理方法

受入条件等

明示事項

別途数量計算書

濁水

中間処理施設アスファルト殻

処理等施設
の名称

② 建設廃棄物の処理建
設
廃
棄
物

1

14.0km以下 数量については変更対象とする

別途数量計算書 中間処理施設 40kmを超え50km以内 数量については変更対象とする
〇

第９条

　受注者は、履行報告の提出に際し、現場状況のわかる写真を添付しなければならない。第１０条

小項目 内容

その他作業不能日

雨休率

後片付け期間

準備期間

（施工計画書記載省略項目の記載指示）

（履行報告）

（電子納品）

大項目 中項目

　安城市工事請負契約約款第３条に記載のある工程表は、提出不要とする。
　但し、他工事の現場代理人を兼務させる場合（兼務工事）は、現場代理人等届の添付書類として、兼務届及び工程表を添付すること。

第４条

　標準仕様書に記載のある専任監督員、主任監督員及び総括監督員は、監督員、担当係長及び担当課長と読替えるものとする。

　愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱のうち、｢あいくる材使用状況報告書｣及び｢あいくる材使用実績集約表｣の提出は不要とする。第８条

　本工事は国庫補助工事となるため、施工計画書の記載省略は不可とする。

（工程表）

9日間

0.76

20日間

40日間

（監督員）

（予定週工程の報告）

（建設副産物の報告）

① 資
料
の
確
認

そ
の
他

① そ
の
他

〇

第６条

　工期が２週間以上にわたる場合は予定週工程表を提出すること。第７条

Ⅵ 資
料
の
確
認

第５条 　安城市工事請負契約約款第７条に記載のある下請届は、提出不要とする。

（下請届）



竣工図作成業務要領 

第 1章 総則 

  第 1条（目的） 

    本業務は、下水道施工分について、安城市（以下「発注者」という。）が下水道管の

管理に必要な下水道竣工図を作成することを目的とする。 

 

第２章 業務 

  第 1条（業務内容） 

    １．ＣＡＤデータ作成 

       竣工図は発注者より貸与された工事出来形図（ＣＡＤデータ）等の資料を基に

平面図、縦断図、横断面図の修正を行う。修正にあたっては別紙１「竣工図作成

の留意事項」を確認すること。 

       作成するデータはＳＸＦ（ｓｆｃ）形式とし、ファイル名の付与に関しては別

紙２「ファイル命名規則要領」を参照すること。 

 

    ２．画像データ作成 

      作成したＣＡＤデータより、200dpi以上のＰＤＦ作成を行う。 

      ファイル名の付与に関してはＣＡＤデータのファイル名に準じること。 

 

 

  第２条（納入成果品） 

    １．成果品目 

       １．竣工図コピー（Ａ３）        縮小図 ２部 

       ２．竣工図ＣＡＤデータ（ＣＤ－Ｒ）       １部 

       ３．竣工図ＰＤＦデータ（ＣＤ－Ｒ）       １部 

      電子成果物については別紙３「電子成果物の仕様について」を参照すること。 

 

    ２．提出先 

     成果品の提出先は、安城市上下水道部下水道課とする。 

 

第３章 その他 

（１） 本特記仕様書・設計書に記載無き事項で疑義が生じた場合は、速やかに本市監督

員と協議し、その指示に従うものとする。 

 

（２）成果品については、本市の許可無く複製、貸与、流用並びに廃棄してはならない。

また、成果品に関する著作者人格権を有する場合においても安城市及び安城市指定

の者に対してこれを行使しないものとする。 

 



竣工図作成の留意事項 

 

竣工図作成にあたっては下記に留意すること。 

■竣工図の標準配置 

 

 

            

 

 

 

 

             

                                         

 

 

                                                                  

■平面図 

 取付管設置箇所及び記載内容（管径、下流マンホールからの距離、民地挿入土被り）を間違

いの無いように記載すること。番号をふり、取付管設置一覧表番号と一致させること。 

  例 

 

 

■縦断面図 

 発注図に記載されている不要な情報は削除し、出来形にあわせて数値を修正する。 

 １路線で施工年度が分かれ、業者が 2 社以上に分かれる際は、施工した箇所に社名と年度を

記載すること。 

■位置図 

 太線を用いる、円で囲む等して当該箇所の位置が把握できるようにすること。 

■タイトル 

工事名は契約工事名をそのまま記載すること。 

記載内容は以下のとおりとする。 

 

工 事 名 公共下水道築造工事（○○工区その○） 

工事場所 安城市○○町地内 

路 線 名 市道○○線 

施工年度 令和○年度 

施工業者 株式会社○○○○ 

位置図 

取付管設置 

一覧表 

凡例 

別紙１ 

平面図 

縦断面図 

タイトル 

横断面図 

φ100  86‐M1+20.15m 

H=800 
① 



ファイル命名規則要領 

 

作成したＣＡＤデータ及び画像データは、下記の要領によりファイル名を付与すること。 

 

■竣工図ファイル名の仕様 

項

目

名 

契約番号 区切り 地区名 区切り 管渠番号 拡張子 

命

名

規

則 

契約番号（10桁） - 
地区名 

（桁数は地区名称による） 
- 路線番号最大 7桁 

.sxf 

.pdf 

規

則

内

容 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ - ＊＊＊＊＊＊＊＊＊ - ＊＊＊＊＊＊＊ 
.sxf 

.pdf 

  別紙地区図参照  施工された管路番号 
 

 

 

■作成例  

平成 31年度契約工事(201910○○○○)、浜屋宇頭茶屋地区において図面に管渠番号 86、87の２

つの管渠(枝線)が記載されている場合、 

 
201910○○○○_浜屋宇頭茶屋_86_87.sxf 

 

とファイル名を設定する。なお、英数字は全て半角大文字とすること。 

 

また、ＣＡＤデータよりＰＤＦを作成する場合も同様とする。 

 

201910○○○○_浜屋宇頭茶屋_86_87.pdf 

 

別紙２ 



 

電子成果物の仕様について 

 

１）データのフォルダ構成 

電子成果物は以下の図に従いフォルダを作成し、納品すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ORGとは、オリジナルファイルの略であり、AutoCAD等のデータのことを言う。 

２）電子媒体 

  電子媒体（CD-R）の体裁等については、安城市の電子納品要領（案）に従うこととする。 

工事番号：2012101234

工事名称：公共下水道築造工事（○○工区）

平成○○年○○月

発注者署名欄 受注者署名欄

発注者：安城市上下水道部下水道建設課

受注者：株式会社○○○○○

1 / 1

ウイルス対策ソフト名：○○○○○
ウイルス定義：○○○○年○月○日
チェック年月日：○○○○年○月○日
フォーマット形式；ISO9660（レベル1）

 

別紙３ 

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

地区名２

地区名３

（発注図）

（完成図）

地区名２

地区名３

ＯＲＧ 地区名１

地区名２

地区名３

ＰＤＦ 地区名１

地区名２

地区名３

ＳＸＦ 地区名１

地区名１

地区名１

地区名２

地区名３

地区名１

地区名２

地区名３

ＣＤ DRWINGS

DRWINGF

ＳＸＦ

ＰＤＦ

ＯＲＧ

安城市上下水道部下水道課 

令和〇〇年〇〇月 



取付管台帳作成業務要領 

第１章 総則 

第１条（目的） 

本業務は、安城市（以下「発注者」という。）が市内の下水道の管理に必要な取付管

台帳を作成することを目的とする。 

第２章 業務 

第１条（業務内容） 

１．取付管台帳は、「全体位置図」、「管渠別取付管位置詳細図」、「取付管設置位置承

諾書」、「工事写真」を１組として作成する。 

（１）「全体位置図」 

管渠番号がわかる図面を作成する。 

（２）「管渠別取付管位置詳細図」 

管渠番号別に下水管の流れ方向がわかる図面に取付管の位置を記入する。 

（３）「取付管設置位置承諾書」 

発注者があらかじめ用意した取付管設置位置承諾書を整理する。 

（４）「工事写真」 

写真は、土被り、管径、表示鋲、全体位置関係を確認できる内容とする。 

（２枚程度） 

第２条（納入成果品） 

１．成果品目    取付管台帳 １部 

２．提出先      

成果品の提出先は、安城市上下水道部下水道課とする。 

 



赤松

本楽寺

新屋敷社

主要地方道安城碧南線

赤
松
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

公民館

H
Pφ

3
0
0

300×300

VUφ100 VUφ100
VUφ100 VUφ150

250×250

2
5
0
×

2
5
0

H
Pφ

2
50

250×250

250×250

250×250

As

As

As

As

As

As

As

As

AsAs

As

As

As

As

As

As

As

As

H
Pφ

3
0
0

H

Ｃ

Ｃ

250×250

カーポート

カーポート

建築中

建築中

Co

Co

Co

駐車場

駐車場

カ
ー
ポ
ー
ト

Co

倉庫

太陽光発電

倉庫

倉庫

汲取

汲取

汲取

汲取

鉄板

φ100

Co

カーポート

As

g

Co

Ｃ

カーポート

カーポート

Co

Co

石畳

カーポート

300X300

物置

カーポート

φ150

カーポート

g

Co

カーポート

倉庫

カーポート

Co

石畳

Ｃ

駐輪場

Co

資材置場

カーポート

Co

カーポート

Ｃ

車庫

Co

資材置場

Ｃ

φ
1
5
0

g

Co

倉庫

Co

φ150

φ
1
5
0

Co

Co

倉庫

Co

Ｃ

φ150

φ
1
5
0

g

Co

250X250

倉庫

g

φ
150

φ
150

φ
1
5
0ﾀｲﾙ

石畳

Ｃ

300X300

倉庫

g

φ
1 50

φ
1
5
0

g

Co

250X250

車庫

g

φ
150

石畳

Co

Ｃ

250X250

倉庫

g

φ
150

Ｃ

石畳

石畳

Co

250X250

倉庫

石畳

カーポート

ビニールハウス

g

ﾀｲﾙ

駐輪場

250X250倉庫

φ
150

車庫

300X300

カーポート

g

Co

Ｃ

250X250

車庫

倉庫

3
00X300

鉄板

Ｃ

φ100

Co

Co

As

Ｃ

Ｃ

250X250

Co

M

Co

カシオ組

*** ***

T

線No.18｢R｣

<(T)2条3段6孔 DP=1.39～1.22>

<DP=1.25>

GG

<(G)φ200 DP=0.60>

<
(
G
)
φ
7
5
 
D
P=1.15>

<(G)φ200 DP=0.60>

<(G)φ200 DP=0.60>

<
(
G
)
φ

7
5
 
D
P= 0. 60 >

<(G)φ200 DP=0.60>

<(G)φ200 DP=0.60>

<
(
G
)
φ

2
0
0
 

<
(
G
)
φ

7
5
 
D
P=0.60>

<(G)φ75 DP=0.60>

φ50 DP=0.60>

<(
G)

φ
75

 D
P=
0.
60
>

<
(
G
)φ

7
5
 
D
P=0.60>

<(
G)
φ
75
 D
P=
0.
60
>

<
(
G
)
φ
7
5
 
D
P=1.10>

6 0>

<(G)φ200 DP=0.60>

<
(
G
)
φ

2
0
0
 
DP =0. 60>

<
(
G
)
φ

2
0
0
 
DP= 0.60 >

45
0

H
P
φ

3
0
0

HP
φ
30
0

HPφ
300

HPφ400

HPφ600

HPφ
300

M

11.74

11.97

11
.8
5

11.9
1

11.61

1
1
.
7
0

HPφ600

11.43H
P
φ

6
0
0 11.45

HPφ500

11.30

1
1
.
5
7

HPφ600

11.22

11. 92

HPφ600

HPφ
300

H
P
φ
3
00

雨

HPφ
300

11.15

HPφ300

11.43

HPφ600

1
1
.
0
9 HPφ600

11.26

HPφ600

雨

11
.6
5

HPφ600

11.27

H
P
φ

3
0
0

雨

雨

11.41

HP
φ
30
0

11.81

1
2.2

6

12
.2
5

HP
φ
30
0

H
Pφ

20
0

HPφ
300

HPφ
30011.65

11.72

F

仕

仕

仕

仕

仕

仕

支

仕

支

支

支

止

仕

支

止

仕

仕

泥

支

F

仕

仕 仕

仕

支

支

仕

支

<(W)PEPφ150 DP=0.80>

<(W)PEPφ150 DP=0.80>

<(W)PEPφ150 DP=0.80>

<
(
W
)
P
E
P
φ

1
5
0
 DP =0 .80 >

<
(
W
)
V
P
φ

2
5
 
D P=0 .6 0>

<(W)VPφ25 DP=0.60>

<(W)VPφ40 DP=0.80>

<(W)VPφ50 DP=0.70>

<(W)PEPφ50 DP=0.70>

<
(
W
)
V
P
φ

5
0
 
D P=0 .7 0>

<(W)VPφ50 DP=0.80>

<
(
W
)
V
P
φ

5
0
 
DP=0.70 >

<
(
W)
V
P
φ
3
0
 
DP=0.80>

<
(
W
)
V
P
φ

5
0
 
DP=0.90>

<
(
W
)
V
P
φ

5
0
 
D P=0 .8 0>

<
(
W
)
V
P
φ

5
0
 
DP=0.75>

<
(
W
)
V
P
φ
2
5
 
DP= 0.60>

<(
W)

PEP
φ

75 DP=0.80>

<(W)PEPφ150 DP=0.80>

<(W)PEPφ150 DP=0.80>

φ50
φ50

<
(
W
)
P
E
P
φ
7
5
 DP=1.0 0>

<
(
W
)
V
P
φ

4
0
 
D P=0 .9 0>

<
(
W
)
P
P
φ

4
0
 
DP=0.90 >

<
(
W
)
P
P
φ

2
5
 
DP=0.60 >

<
(
W
)
V
P
φ

4
0
 
DP=0.90 >

止

仕

<(W)PEPφ50 DP=0.80>

<
(
W
)
P
E
P
φ

1
5
0
 DP =0 .80 >

<
(
W)
P
P
φ
5
0
 
DP=0.70>

<
(
W)
V
P
φ
5
0
 
DP=0.70>

<(W)PPφ25 DP=0.60>

<
(
W
)
P
P
φ

2
5
 
DP=0.60 >

<(W)VPφ40 DP=1.00>

<
(
W
)
V
P
φ

5
0
 
DP=0.90 >

<
(
W
)
P
P
φ

5
0
 
DP=0.90 >

<(W)VPφ40 DP=1.00>

<(W)PPφ40 DP=1.00>

<(W)VPφ40 DP=1.00>

仕

<
(
W
)
P
E
P
φ

5
0
 DP=0.80>

<
(
W
)
P
E
P
φ

7
5
 DP=1.00>

仕

<
(
W
)
P
E
P
φ
7
5
 DP=1.00 >

<
(
W
)
P
E
P
φ
5
0
 DP=1.00 >

<
(
W
)
P
E
P
φ

5
0
 DP=1.0 0>

仕

仕
AH

仕

仕

仕<
(
W
)
P
E
P
φ

5
0
 DP=0.80

<
(
W
)
P
E
P
φ

1
0
0
 DP=0.80>

<
(
W
)
P
E
P
φ

7
5
 DP=0.80>

<
(
W
)
P
E
P
φ

7
5
 DP=0.80

仕

<
(
W
)
P
E
P
φ
7
5
 DP=0.90 >

<
(
W
)
P
E
P
φ
5
0
 DP=0.80 >

仕AH

仕

<
(
W
)
P
E
P
φ
7
5
 DP=1.20>

<
(
W
)
P
E
P
φ
7
5
 DP=0.80>

<
(
W
)
P
E
P
φ

7
5
 DP=0.8 0>

<
(
W
)
P
E
P
φ
5
0
 DP=0.8 0>

<
(
W
)
P
E
P
φ

7

<(A)φ75 DP=1.20>

<(A)φ100 DP=1.20>

<(A)φ150 

<(W)PEPφ150 DP=0.80>

<
(
W
)
V
P
φ

4
0  DP =不

明
>

<
(
W
)
V
P
φ

3
0
 
D P=0 .8 0>

0
00
54
24
(廃

)

<
(
W
)
V
P
φ

5
0
 
D P=0 .7 0>

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

<
(
W
)
P
P
φ

4
0
 
DP=1.10 >

<
(
W
)
V
P
φ
2
5
 
DP=0.80 >

<(
W)

V Pφ
5
0 DP=1.00>

<
(
W)
P
E
Pφ

7
5
 DP=0.80>

<(G)φ75 DP=0.60>

支

路
線

②
 下

水

P
E
P
φ

5
0
 
L
=
1
0
7.
9m

路
線

③
 下

水

P
E
P
φ

1
50
 
L
=
8.
6m

路
線

⑤
 下

水

P
E
P
φ

5
0
 
L
=
1
0
0.
4m

路
線

⑦
 水

道

P
EP
φ

7
5
 
L
=
2
4
0.
5m

路
線

⑥
 下

水

P
E
P
φ

5
0
 
L
=
5.
3m

路
線

④
 下

水

P
E
P
φ

5
0
 
L
=
6.
4m

路
線

⑥
 下

水

P
E
P
φ

5
0
 
L
=
1
1.
0m

路線① 下水
PEPφ75 L=1.4m

PEPφ50 L=250.4m

路線⑧ 下水PEPφ50 L=23.6m

(新設)消火栓 路線① 水道
PEPφ50 L=30.3m

：下水支障移設

：水道単独移設

A3 1:1000平 面 図
 
東 6
4

 東
63

 東
62

 
東 8
1

 東
93

 
東 8
6

 
東 9
5

 東
94 東

93-1

 東
91

 
東 9
0

 東
101

 
東 1
0
2

 
東 1
0
0

 東
99

 東 98

 
東 9
2

 
東 1
3
2

 
東 1
3
0

5-92

水　道　移　設　図

Administrator
テキストボックス
 水 道 移 設 図


